
























　平成 9年度から母子保健事業が市町村に委譲されたが、各領域で専門職が在籍していな

い事が多く、特に母子保健に関わる業務が委譲されながらもその専門家である助産婦の配

置はきわめて少ない。地域における母子の支援に助産婦のニーズは先行研究でも明らかで

あるが、問題解決には至っていない現状がある。

　そこで、助産婦を配置している保健所 14 カ所、市町村保健センター 23 カ所、政令市 7

カ所で働く助産婦 88 名、保健所、市町村で働く保健婦長と保健婦 376 名を対象に助産婦

の必要性に関する調査を実施した。結果 1)保健所・市町村で働く助産婦は地域母子保健

業務を担うために、最低 1名は助産婦の配置を希望している。地域で働く助産婦は、母子

保健に関する知識と技術を母子にとどまらず、思春期、更年期、老年期などの性と生殖に

関わるあらゆる健康問題に対応しようと努めている。2)保健婦長 46.3%、保健婦 53.2%が

助産婦の配置の必要性を認め、専門性の強い周産期に関わる業務は助産婦が行うことが望

ましいと考え、特に助産婦と一緒に働いた事がある保健婦は市町村への助産婦の配置は必

要であると答えている。3)保健婦が助産婦配置に関して心配していることは、助産婦業務

が限定していること、保健婦の定数に影響を及ぼすこと、開業助産婦への委託が減少する

などである。4)助産婦は教育的背景から母子保健に関する具体的且つ実践的な業務の推進

者である。深刻な少子化への対策として、母子保健、子育て支援対策の充実は必須であり、

その担い手として助産婦の活用が望まれる。


